
平
成
三
十
年
六
月
一
日
提
出

質
問
第
三
四
六
号

自
動
車
関
係
諸
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

古

本

伸

一

郎

346



自
動
車
関
係
諸
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書

い
わ
ゆ
る
自
動
車
関
係
諸
税
に
は
、
取
得
段
階
に
お
け
る
地
方
税
の
自
動
車
取
得
税
、
保
有
段
階
に
お
け
る
国
税
の
自
動
車

重
量
税
、
及
び
地
方
税
の
自
動
車
税
、
更
に
は
走
行
段
階
に
お
け
る
揮
発
油
税
等
、
複
数
の
税
が
課
税
さ
れ
、
重
い
負
担
と

な
っ
て
い
る
。

揮
発
油
税
が
創
設
さ
れ
た
昭
和
二
十
四
年
は
、
衣
食
住
に
も
事
欠
く
戦
後
復
興
の
時
期
で
あ
り
、
自
動
車
は
特
別
な
も
の

だ
っ
た
。
ま
た
、
自
動
車
重
量
税
が
創
設
さ
れ
た
昭
和
四
十
六
年
は
、
高
度
成
長
期
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
大
衆

車
の
黎
明
期
で
あ
り
、
夢
の
マ
イ
カ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
に
創
設
さ
れ
た
自
動
車
関
係
諸
税
は
、
担
税
力
の
観
点
か

ら
、
車
を
買
え
る
人
は
多
く
の
税
金
を
負
担
で
き
る
と
の
意
味
が
、
当
時
は
込
め
ら
れ
て
い
た
と
承
知
し
て
い
る
。

昭
和
二
十
九
年
よ
り
揮
発
油
税
が
道
路
特
定
財
源
化
さ
れ
た
が
、
段
階
的
に
自
動
車
重
量
税
も
特
定
財
源
化
さ
れ
る
等
、
潤

沢
な
道
路
財
源
を
、
自
動
車
関
係
諸
税
を
負
担
す
る
ド
ラ
イ
バ
ー
が
支
え
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
道
路
の
舗
装
率

は
低
く
、
道
路
整
備
計
画
の
財
政
需
要
が
旺
盛
な
時
代
で
あ
り
、
道
路
建
設
費
を
特
定
財
源
化
し
、
応
益
負
担
す
る
考
え
方

は
、
課
税
の
根
拠
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
現
在
我
が
国
の
道
路
イ
ン
フ
ラ
は
、
舗
装
率
・
路
網
状
況
を
見
て
も
、
世
界
で
も
有
数
の
道
路
大
国
と
し
て
整
備

一



さ
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
二
十
一
世
紀
に
入
り
、
道
路
特
定
財
源
は
道
路
整
備
需
要
を
上
回
る
歳
入
と
な
り
は
じ
め
、
や
が
て

道
路
建
設
目
的
以
外
へ
の
流
用
が
散
見
さ
れ
出
し
た
。
こ
う
し
た
背
景
も
あ
り
、
平
成
二
十
年
に
は
五
十
五
年
間
続
い
た
道
路

特
定
財
源
が
廃
止
に
至
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

現
在
、
自
動
車
の
一
世
帯
あ
た
り
の
普
及
台
数
は
全
国
平
均
で
約
一
台
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
て
の
夢
の
マ
イ
カ
ー
は
も
は

や
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
地
方
都
市
を
中
心
に
、
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
需
品
、
家
族
の
一
員
と
し
て
の

愛
車
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
平
成
三
十
一
年
に
は
消
費
税
率
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
き
上
げ
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
自
動
車
関
係
諸
税
の
あ
り
方
は
、
ど
こ
ま
で
家
計
負
担
を
求
め
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
担
税
力
、
税
の

使
い
道
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
根
幹
を
支
え
て
い
る
産
業
へ
の
影
響
等
の
観
点
よ
り
、
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
な
局
面
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

現
在
の
自
動
車
重
量
税
の
税
率
（
自
家
用
乗
用
車
・
〇
�
五
ト
ン
・
年
あ
た
り
）
は
い
く
ら
か
。

二

か
つ
て
昭
和
四
十
九
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
時
に
、
自
動
車
重
量
税
に
つ
い
て
当
時
の
福
田
赳
夫
大
蔵
大
臣
が
「
今
回
、

自
動
車
重
量
税
等
自
動
車
関
係
で
税
率
の
引
き
上
げ
を
行
な
い
ま
し
た
の
は
、
も
と
よ
り
こ
れ
は
道
路
財
源
で
も
あ
り
ま
す

二



る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
同
時
に
、
資
材
の
節
約
、
消
費
抑
制
、
こ
う
い
う
趣
旨
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
二
年
間
の
暫

定
措
置
と
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
」
（
衆
議
院
・
本
会
議
・
昭
和
四
十
九
年
二
月
二
十
二
日
）
と
本
則
税
率
に
暫
定
税
率

が
重
課
さ
れ
た
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
「
消
費
抑
制
」
と
は
、
税
の
重
課
に
よ
る
自
動
車
の
販
売
を
抑
制
す
る
目
的
だ
っ
た

と
考
え
て
よ
ろ
し
い
か
。
ま
た
、
平
成
二
十
二
年
四
月
よ
り
暫
定
税
率
を
改
め
、
当
分
の
間
税
率
と
し
て
い
る
が
、
課
税
の

根
拠
に
つ
い
て
、
お
示
し
さ
れ
た
い
。

三

現
在
、
少
子
高
齢
化
等
、
社
会
の
前
提
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
保
有
台
数
の
多
い
地
方
都
市
の
世
帯

ほ
ど
、
平
均
的
な
世
帯
所
得
か
ら
見
て
、
自
動
車
関
係
諸
税
の
負
担
が
家
計
を
よ
り
重
く
圧
迫
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
中
、
今
後
と
も
暫
定
税
率
に
よ
る
重
課
を
続
け
る
と
す
れ
ば
、
消
費
税
増
税
を
控
え
て
い
る
中
で
、
更
な
る
家
計
の
負

担
増
と
な
る
が
、
そ
れ
で
良
い
と
考
え
る
の
か
。
ま
た
自
動
車
産
業
が
内
需
を
支
え
る
努
力
を
し
て
い
る
中
、
国
が
税
の
重

課
を
続
け
る
と
、
逆
に
産
業
の
足
を
引
っ
張
る
こ
と
と
な
る
が
、
税
で
販
売
を
抑
制
し
て
良
い
の
か
。

四

日
本
自
動
車
工
業
会
の
二
〇
一
七
年
度
乗
用
車
市
場
動
向
調
査
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
二
十
代
以
下
の
若
年
層
の
約

三
割
が
車
を
「
買
い
た
く
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
、
「
維
持
に
お
金
が
か
か
る
」
と
な
っ
て
い

る
。
事
実
、
平
均
的
な
自
家
用
乗
用
車
（
一
�
八
リ
ッ
ト
ル
）
を
平
均
的
な
買
い
替
え
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
十
三
年
保
有
し
た

三



場
合
の
維
持
費
の
う
ち
、
税
負
担
額
だ
け
で
約
百
七
十
万
円
（
日
本
自
動
車
工
業
会
調
べ
）
と
な
っ
て
い
る
。
世
界
的
に
見

て
も
異
常
に
高
い
車
の
保
有
コ
ス
ト
を
少
し
で
も
下
げ
る
こ
と
は
、
車
は
欲
し
い
け
れ
ど
も
、
諦
め
て
い
る
若
者
の
車
離
れ

を
改
善
す
る
た
め
に
、
極
め
て
有
効
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

五

昭
和
四
十
九
年
よ
り
重
課
さ
れ
て
い
る
自
動
車
重
量
税
の
当
分
の
間
税
率
は
、
何
年
間
続
き
、
そ
の
間
ど
れ
だ
け
本
則
税

率
に
上
乗
せ
し
て
税
収
を
得
た
の
か
。
こ
の
内
、
道
路
建
設
目
的
以
外
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
で
主
な
も
の
で
何
に

使
用
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
暫
定
税
率
は
、
現
在
「
当
分
の
間
税
率
」
と
名
前
を
改
め
、
継
続
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る

が
、
「
当
分
の
間
」
と
は
何
年
か
。

六

自
動
車
重
量
税
の
「
旧
暫
定
税
率
」
が
制
度
と
し
て
廃
止
さ
れ
、
「
当
分
の
間
税
率
」
と
名
前
を
変
え
て
以
降
、
合
わ
せ

て
二
度
の
制
度
減
税
が
行
わ
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
年
度
の
、
ど
の
内
閣
の
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
減
税

さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
二
度
の
減
税
額
の
合
計
は
平
年
度
で
い
く
ら
に
な
る
か
。

七

六
の
制
度
減
税
は
、
な
ぜ
で
き
た
と
考
え
る
か
。

八

平
成
二
十
二
年
よ
り
「
当
分
の
間
税
率
」
の
制
度
減
税
が
二
段
階
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
以
降
、
減
税
総
額
は
、
現
在
ま

で
に
い
く
ら
に
な
る
の
か
。

四



右
質
問
す
る
。

五


